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第 2章 事業所調査の集計結果 

回答事業所の概要

主要事業内容の構成

常用労働者数（事業所単位）

建設業

6.4%

製造業

10.8%

情報通信業

6.6%

運輸業

7.2%

卸売・小売業

16.3%

金融・保険業

4.2%
不動産業

1.7%

飲食店、宿泊業

4.6%

医療、福祉

8.9%

教育、学習支援業

4.9%

サービス業

17.0%

その他

11.3%

主要事業内容(N=951)

29人以下
13.8%

30人～99人
53.5%

100人～299人
20.5%

300人～499人
5.3%

500人～999人
2.9%

1000人以上
2.4%

無回答

1.6%

常用労働者数(N=951)
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継続雇用者の割合

非正社員の割合

常用労働者数（企業単位）
29人以下

5.6%

30～99人
37.5%

100 ～299 人
21.2%

300 ～499 人
6.7%

500 ～999 人
8.0%

1000人以上
20.9%

全常用労働者数(N=951)

正社員数

(113,175人)
72.6%

非正社員数

(42,713人)
27.4%

常用労働者(155,415人)のうち非正社員の割合

人数ベース

常用労働者継続雇用者
継続雇用
者の割合

155,415人 5,963人 3.8%

常用労働者のうち、継続雇用者の割合
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労働組合の有無

事業所において実施している高年齢者雇用確保措置について

あり

30.2%

なし

57.5%

無回答

12.3%

労働組合の有無(N=951)

9.1%

86.1%

2.4%

5.9%

0.6%

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

定年の引上げ

継続雇用制度の導入

定年の定めの廃止

未実施

無回答

実施している高年齢者雇用確保措置(N=951 複数回答)
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継続雇用の基準

継続雇用の基準の有無

継続雇用の基準内容

 

＜基準内容「その他」の具体的な記述内容（抜粋）＞ 

 

・過去３年間以内に減給以上の懲戒処分を受けていないこと 

・自宅又は自己の用意する住居より通勤可能な者 

・定年後ただちに業務に従事できる

92.6%

64.7%

87.9%

26.4%

52.4%

31.0%

48.4%

10.9%

0.5%

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

働く意思・意欲があること

出勤率、勤務態度

健康上支障がないこと

現職を継続できること

会社が提示する職務内容に合意できること

熟練や経験による技能・技術をもっていること

一定の業績評価

その他

無回答

継続雇用の基準内容(N=746 複数回答)

基準あり

91.1%

基準なし

8.5%
無回答

0.4%

継続雇用の基準の有無(N=819)



21 

労使協定の締結の有無

継続雇用の契約期間等

継続雇用期間の定めの有無

継続雇用の更新条件の有無

更新条件あり

87.1%

更新条件なし

11.3%

無回答

1.6%

継続雇用更新条件の有無(N=769)

労使協定を締結し

ている

73.9%

労使協定を締結し

ていない

24.5%

無回答

1.6%

基準がある場合の労使協定締結

(N=746)

期間の定めあり

93.9%

期間の定めなし

5.9%

無回答

0.2%

継続雇用期間の定めの有無(N=819)
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更新条件の内容

＜更新条件「その他」の具体的な記述内容（抜粋）＞ 

 

・過去３年以内に減給以上の懲戒処分を受けていない者 

・会社の経営状況 

・著しい能力低下等で業務遂行し得ないと認められる場合は更新しない 

・自宅もしくは自己の用意する住居より通勤可能 

・満 65 歳に達していないこと 

更新上限年齢

90.3%

66.4%

87.3%

28.5%

50.7%

28.1%

40.0%

7.8%

0.1%

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

働く意思・意欲があること

出勤率、勤務態度

健康上支障がないこと

現職を継続できること

会社が提示する職務内容に合意できること

熟練や経験による技能・技術をもっていること

一定の業績評価

その他

無回答

更新条件の内容(N=670 複数回答)

65歳
76.2%

64歳
5.3%

70歳
5.3%

その他

2.7%

無回答

10.4%

更新上限年齢(N=769)
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更新上限年数

更新上限到達前に退職した理由

＜更新上限年齢到達前「その他」の具体的記述内容（抜粋）＞ 
 

・関連会社への転籍 

・会社人員計画との関係 

・死亡退職 

1年未満
0.0%

1年以上3年未満
1.3%

3年以上5年未満
1.7%

5年
16.4%

6年以上
0.7%

無回答

80.0%

更新上限年数(N=769)

11.2%

7.1%

82.7%

9.2%

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

労働者が更新条件を満たさなかった

会社の経営状況が悪化した

労働者からの申出によるもの

その他

更新上限到達前に退職した理由(N=196)
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更新上限到達前に退職した労働者数の内訳

定年に到達した労働者の有無とその後の動向

定年到達者の有無

定年到達者がい

た
74.0%

定年到達者はい

なかった
24.4%

無回答

1.6%

定年到達者の有無(N=819)

5.9

6.4

2.7

5.3

5.9

2.7

73.6

70.6

88.4

15.2

17.0

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(N=640)

男性(N=528)

女性(N=112)

更新上限年齢前に退職した労働者数内訳(N=640 人数)

労働者が更新条件を満たさなかった 会社の経営状況が悪化した

労働者からの申し出によるもの その他
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定年到達者のその後の動向

うち、継続雇用者

数

65.8%

定年到達者数の

内訳に

無回答

0.03%
うち、退職者数

34.2%

定年到達者のその後(N=6503 人数)

退職者のう

ち、継続雇用

を希望したが
採用されな

かった人数

退職者のう

ち、継続雇用
を希望しな

かった人数

退職者数の
内訳に
無回答

6503人 4277人 2人 2224人 193人 1744人 287人
100.0 65.8 0.03 34.2 3.0 26.8 4.4

100.0 8.7 78.4 12.9

定年到達者
数の内訳に
無回答

定年
到達者数
計

うち、継続
雇用者数

うち、退職者
数

退職者のうち、継

続雇用を希望した

が採用されなかっ

た人数

8.7%

退職者のうち、継

続雇用を希望しな

かった人数

78.4%

退職者数の内訳

に

無回答

12.9%

退職者の内訳(N=2224 人数)
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継続雇用の契約期間

継続雇用後の所属企業

継続雇用後の職種

定年時と同一職種

を継続
83.2%

定年時とは異なる

職種

3.5%

上記のどちらとも

言えない

7.6%

無回答

5.8%

継続雇用後の職種(N=606)

6ヵ月
4.3%

5年
11.4%

1年
71.9%

3年
1.7%

2年
2.1%

その他

1.5%

無回答

7.1%

継続雇用の契約期間(N=606)

91.9%

5.8%

5.0%

0.8%

6.4%

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

同一企業

子会社

関連会社

その他

無回答

継続雇用後の所属企業(N=606 複数回答)
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継続雇用後の勤務時間等

継続雇用後の勤務日数と勤務時間の選択

46.5 25.7 9.9 11.2 6.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

継続雇用後の勤務日数と勤務時間の選択
(N=606)

制度は1つしかない 複数の制度から労働者が選択できる

複数の制度があるが、会社が決める その他

無回答

＜「継続雇用後の勤務日数と勤務時間の選択」の具体的な記述内容(抜粋)＞ 

 

・会社と労働者が協議して決める 

・個別に相談の上決定 

・複数の制度があり、労働者と会社との合意により決定する 

・制度は１つだが労働者の希望に応じる 

・週 30 時間から 40 時間の間で、設定可能 

(35.6%) 
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継続雇用の週所定労働時間

年次有給休暇の繰り越し

10時間以内
0.5%

10時間超20時間以
内

3.3%

20時間超30時間以
内

7.4%

30時間超35時間以
内

11.6%

35時間超40時間以
内

68.8%

40時間超
0.5%

無回答

7.9%

継続雇用後の週所定労働時間(N=606)

繰り越すことがで

きる

80.4%

一部、繰り越すこ

とができる

3.3%

繰り越すことはで

きない

10.2%

無回答

6.1%

継続雇用時における継続雇用前の年次有給休暇繰り越し

(N=606)

40時間
40.3%

38時間
14.9%

35時間
10.2%

39時間
8.4%

37時間
3.5%

30時間
3.0%

20時
間

2.1%
36時間

1.8%

25時間
1.7%

その他

6.3%

無回答

7.9%

継続雇用後の週所定労働時間(1時間ごと)
(N=606)
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継続雇用中に年次有給休暇を付与する際の勤続期間の取扱い

＜継続雇用中に年次有給休暇を付与する際の勤

続期間」の具体的な記述内容（抜粋）＞ 

 

・定年延長制度については、継続雇用前につい

ても含めるが、再雇用制度については含めない。 

・勤続期間は含めないが全労働日の 8割以上出

勤した社員には 20 日付与する。 

 

継続雇用者が取得できる休暇

66.2%

86.8%

71.5%

27.1%

7.4%

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

夏季休暇

慶弔休暇

介護休暇

その他

無回答

継続雇用者が取得できる休暇

(N=606 複数回答)

継続雇用前の勤

続期間を含める

75.9%

継続雇用前の勤

続期間を含めない

15.5%

その他

1.7%

無回答

6.9%

年次有給休暇を付与する際の勤続期間の取り扱い

(N=606)
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継続雇用者の賃金水準

所定時間内賃金（対定年時）

30.2

7.1

10.6

6.1

24.4

29.4

9.7

35.3

2.5

5.8

22.6

16.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

継続雇用者

正社員

夏季一時金の支給月数(正社員・継続雇用者比較)
(n=606)

0ヵ月 1か月未満 1か月以上2か月未満 2か月以上3か月未満 3か月以上 無回答

夏季一時金の支給月数比較

5割未満
11.7%

5～6割未満
23.3%

6～7割未満
22.6%

7～8割未満
15.3%

8～9割未満
4.3%

9～10割未満
5.0%

10割
8.9%

無回答

8.9%

所定時間内賃金額（対定年時）(N=606)
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継続雇用開始前の取組み

定年の引上げの時期及び引上げ前後の定年年齢

定年引上げの時期

10.3%

4.6% 3.4%

9.2% 9.2% 9.2%
12.6%

9.2%

4.6%

27.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

定年引上げの時期(N=87)

16.3

6.3

15.5

12.7

13.4

10.1

64.0

72.4

66.5

6.9

7.9

7.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

セミナー

研修制度

特別健康診断

継続雇用開始前の取組(セミナー・研修制度・特別健康診断比較)
(n=606)

実施している 実施したい 実施予定なし 無回答
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引上げ前後の定年年齢

今後の定年引上げ予定

定年引上げ予定の有無

引上げ予定あり

9.2%

引上げ予定なし

66.7%

無回答

24.1%

定年引上げ予定(N=87)

60歳
51.7%

62歳
1.1%

63歳
1.1%

64歳
12.6%

65歳
6.9%

無回答

26.4%

定年年齢(引き上げ前)
(n=87)

62歳
2.3% 63歳

4.6%

65歳
66.7%

67歳
1.1%

70歳
9.2%

無回答

16.1%

定年年齢(引き上げ後)
(n=87)
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引上げ予定時期

定年制廃止時期

2013年
62.5%

2015年
25.0%

2016年以降
12.5%

定年引上げの予定時期(N=8)

2006年3月31日以
前

8.7%

2006年4月1日以
後

13.0%

はじめから定年は

ない

73.9%

無回答

4.3%

定年制廃止時期(N=23)
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定年制の廃止による影響

＜定年制の廃止による影響の具体的記述内容（抜粋）＞ 

〔良かった点〕 

・人間関係の向上に役立った。仕事分担に協調性が出た。 

・まだ働ける人をやめさせなくてすむ 

・今まで積み上げてきた知識・技術を若年者へ時間をかけて教育指導に費やすことができた。 

・年齢の心配なく技能・技術を発揮できる。 

〔悪かった点〕 

・ずるずると勤続を続ける者がいた。 

・柔軟な思考・態度が期待できない。 

・人件費の増大、若い人材・後継者が育たない。 

定年制廃止に伴う新ルールの作成

 

＜作成したルールの具体的な記述内容(抜粋)＞ 

 

・継続雇用職員就業規則の制定 

 

 

 

 

 

 

作成した

13.0%

特に作成していな

い

65.2%

無回答

21.7%

定年制廃止に伴う新ルールの作成(N=23)
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高年齢者雇用の利点

45.6%

63.0%

20.9%

28.5%

11.6%

62.3%

10.6%

0.7%

7.4%

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

高い技能・技術を活用できる

豊富な経験・人脈を活用できる

勤務態度や仕事ぶりがまじめである

比較的安い賃金で雇用できる

会社への忠誠心が高く組織的な行動が期待できる

技術・知識・ノウハウが継承できる

職場の若年者等にプラスの影響を与えてくれる

その他

無回答

高年齢者を雇用する利点(N=951 3つまで回答)

＜「その他」の具体的な記述内容(抜粋)＞ 

 

・年金支給まで会社が守る姿勢を他の社員へ見せられるし、本人も安心して仕事が出来る。 

・人材不足の解消 
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高年齢者雇用の課題

＜「その他」の具体的記述内容(抜粋)＞ 

 

・賃金低下後のモチベーションの維持 

・技術を伝承しきれず、後進の育成が進まない事（いつまでもシニア社員に頼ってしまっている

状況） 

・健康状態の把握 

・雇用契約期間に関係なく、年金受給に達すると雇用契約解除をする社員が多く、運用が難しい。 

・業務改善等の提案が少ない 

24.5%

30.8%

28.6%

13.4%

23.3%

36.4%

48.2%

4.5%

6.6%

0.0 20.0 40.0 60.0

柔軟な思考・態度が期待できない

継続雇用後の処遇の決定が難しい

管理職社員の扱いが難しい

高年齢社員を活用するノウハウの蓄積がない

人件費負担が増す

若年者の採用を抑制せざるを得ない

能力や体力に個人差が大きく、

会社にとって雇用に伴うリスクが高い

その他

無回答

高年齢者を雇用する課題(N=951)
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歳より先の雇用確保措置

歳より先の雇用確保措置の実施状況

歳より先の雇用確保措置の内容

＜「その他」の具体的記述内容(抜粋)＞ 

〔実施している〕 

 

・アルバイトとして雇用 

・場合（その人の能力や人脈）によっては、66 才以上の雇用もしている 

・本人の勤務態度により働けるまで働いてもらっている。 

・特に有能な人は、継続雇用の後も嘱託として雇用 

・65 才定年後の継続雇用 

・継続雇用制度の上限年齢を定めていない 

・一部職種のみ継続雇用の上限年令を廃止した 

・専門職については、一部上限年齢を上回って雇用している。（確保が難しいため） 

すでに実施してい

る
20.3%

実施はしていない

が検討している
14.2%

実施も検討もして

いない
60.6%

無回答

4.9%

65歳以上の雇用確保措置(N=951)

29.5%

10.9%

5.2%

9.8%

42.5%

6.2%

56.3%

14.1%

21.5%

2.2%

12.6%

8.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

継続雇用制度の上限年齢の引上げ

継続雇用制度の上限年齢の廃止

定年年齢の引上げ

定年廃止

その他（具体的な内容を記述してください）

無回答

65歳以上の雇用確保措置の内容(N=328)

実施している(n=193) 検討している(n=135)



38 

高齢者継続雇用について（自由意見欄）
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